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【集団指導の参加状況について、記入してください。】

Ｑ 本市が実施する集団指導に出席していますか。

※本市ホームページ掲出の資料を確認し『確認票』を提出した事業所は、「出席」として
ください。

＜過去３年の出席状況＞

   令和 年度・・・（ 出席 ・ 欠席 ）
   令和 年度・・・（ 出席 ・ 欠席 ）
   令和 年度・・・（ 出席 ・ 欠席 ）

➢ 集団指導は、毎年開催し、自立支援サービス等の取扱い、自立支援給付に係る請
求の内容、制度改正内容、障害者虐待事案及び実地指導における指摘事項をはじめ
とした過去の指導事例等について、当日の資料に掲載のない情報も含め、伝達を行
いますので、欠席した事業所においては、次回集団指導に、必ず出席してください。
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実地指導当日準備する必要書類

指定療養介護

1 勤務表，出勤簿 有・無

2 職員の資格証，研修修了証 有・無

3 契約書，重要事項説明書 有・無

4 利用料金等の説明文書，パンフレットなど 有・無

5 受給者証（写） 有・無

6 看護・介護記録，療養介護計画等 有・無

7 辞令又は雇用契約書 有・無

8 職員の研修の記録 有・無

9 業務継続計画 有・無

10 消防計画 有・無

11 衛生管理等に関する記録 有・無

12 就業規則 有・無

13 秘密保持に関する就業時の取り決め（雇用契約書，誓約書など） 有・無

14 秘密保持に関する利用者の同意書 有・無

15 苦情解決に関する記録 有・無

16 事故に関する記録 有・無

17 緊急時の連絡体制に関する書類 有・無

18 損害賠償保険証書 有・無

19 変更届(控) 有・無

20 金銭台帳の類 有・無

21 介護給付費又は訓練等給付費請求書(控) 有・無

22 介護給付費又は訓練等給付費明細書(控) 有・無

23 サービス提供実績記録票（控） 有・無

24 サービス提供証明書（控） 有・無

25 領収証(請求書)(控) 有・無

注 1 実地指導対象期間は，前年度４月１日から実地指導当日までですので，その期間に対応

した上記書類を準備してください。

注 2 その他の書類についても当日提示していただく場合があります。
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主眼事項及び着眼点（指定療養介護）

主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

第１ 基本方針

第２ 人員に関する基準

１ 従業者の員数

（１）医師

（２）看護職員（看護師，

准看護師又は看護補助

者）

（１）指定療養介護事業者は，利用者の意向，適性，障害の特性そ

の他の事情を踏まえた計画（個別支援計画）を作成し，これに

基づき利用者に対して指定療養介護を提供するとともに，その

効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ず

ることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定療養介護を

提供しているか。

（２）指定療養介護事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，

常に当該利用者の立場に立った指定療養介護の提供に努めてい

るか。

（３）指定療養介護事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等

のため，必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，

研修を実施する等の措置を講じているか。

（４）指定療養介護の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう，障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行規則第 2 条の 2 に規定する

者に対して，当該者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて，機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の

下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行っ

ているか。

指定療養介護事業所に置く従業者及びその員数は，次のとおりに

なっているか。

健康保険法第65条第４項第１号に規定する厚生労働大臣の定める

基準以上となっているか。

指定療養介護の単位（指定療養介護であってその提供が同時に一

又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの）ごとに，常勤換

算方法で，利用者の数を２で除した数以上となっているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○「常勤換算方法」

  総従業者の１週間の勤務延べ時間数 ÷ 当該事

業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時

間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）

○「勤務延べ時間数」

勤務表上，サービス等の提供に従事する時間又は準

備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に

位置付けられている時間の合計数。

なお，従業者１人につき，勤務延べ時間数に算入す

ることができる時間数は，当該指定障害福祉サービ

ス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務

時間数を上限とすること。

○運営規程

○個別支援計画

○ケース記録

○営規程

○個別支援計画

○ケース記録

○運営規程

○研修計画、研修

実施記録

○虐待防止関係書

類責任者を設置

していることが

分かる書類

○運営規程

○個別支援計画

○ケース記録

○勤務実績表

○出勤簿（タイム

カード）

○従業員の資格証

○勤務体制一覧表

○利用者数（平均

利用人数）が分

かる書類（実績

表等）

法第43条

平 24条例 52第 3条

第 1項

平 24条例 52第 3条

第 2項

平 24条例 52第 3条

第 3項

平 24条例 52第 49条

平 18厚令 171第 49条

平 24条例 52第 50条

平 24条例 52第 50条

第 1項第 1号

平 18障発第 1206001

号第四の 1(1)

平 24条例 52第 50条

第 1項第 2号

平 18障発第 1206001

号第四の 1(2)



- 4 -

主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（３）生活支援員 指定療養介護の単位ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を4で除した

数以上いるか。

また，１人以上は常勤となっているか。

（ただし，看護職員が，常勤換算方法で，利用者の数を２で除した数以

上置かれている指定療養介護の単位については，置かれている看護職員

の数から利用者数を２で除した数を控除した数を生活支援員の数に含め

ることができる。）

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 指定療養介護の単位

①  サービス提供の単位

  指定療養介護の単位とは，１日を通じて，同時に，

一体的に提供される指定療養介護をいうものであり，

次の要件を満たす場合に限り，複数の指定療養介護の

単位を設置することができる。

  ア 指定療養介護が階を隔てるなど，同時に，２つ

の場所で行われ，これらのサービスの提供が一体

的に行われているとはいえないこと。

  イ 指定療養介護の単位ごとの利用定員が 20人以

上であること。

  ウ 指定療養介護の単位ごとに必要とされる従業

者が確保されていること。

②  サービス提供単位ごとの従業者の配置

    指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介

護の提供に当たる者を確保するとは，指定療養介護

の単位ごとに生活支援員について，当該指定療養介

護の提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保さ

れ，必要な配置を行うよう定めたものである。

   （例えば専従する生活支援員の場合，その員数は

１人となるが提供時間帯の２分の１ずつの時間専

従する生活支援員の場合は，その員数としては２人

が必要となる。）

③  常勤の従業員の配置

  同一事業所で複数の指定療養介護の単位を設置す

る場合には，同時に行われる単位の数の常勤の従業者

（サービス管理責任者を除く。）が必要となるもので

ある。

○勤務実績表

○出勤簿（タイム

カード）

○従業員の資格証

○勤務体制一覧表

○利用者数（平均

利用人数）が分

かる書類（実績

表等）

平24条例 52第 50条

第 1項第 3号

平 18障発第 1206001号

第四の1(3)
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（４）サービス管理

責任者

（５）利用者数の算定

（６）職務の専従

指定療養介護事業所ごとに，①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ，

それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。

  ① 利用者の数が60以下  １以上

② 利用者の数が61以上  １に利用者の数が60を超えて40又はその端

数を増すごとに 1を加えて得た数以上

また，１人以上は常勤となっているか。

(２）から(４)の利用者の数は，前年度の平均値となっているか。ただし新

規に指定を受ける場合は，適切な推定数により算定されているか。

(３)及び(４)に規定する指定療養介護事業所の従業者（生活支援員，サー

ビス管理責任者）は，専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は

指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者となって

いるか。

（ただし，利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。）

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



- 7 -

チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ サービス管理責任者は，利用者に対する効果的か

つ適切な指定療養介護を行う観点から，適切な方法

により，利用者の解決すべき課題を把握した上で，

療養介護計画の作成及び提供した指定療養介護の

客観的な評価等を行う者であり，事業所ごとに利用

者の数に応じて必要数を置くこと。

○  原則として，サービス管理責任者と直接サービス

の提供を行う生活支援員等とは異なる者でなけれ

ばならない。

  ただし，利用者に対するサービス提供に支障がな

い場合は，サービス管理責任者が指定療養介護事業

所の他の職務に従事することができる。

  この場合においては，兼務を行う他の職務に係る

常勤換算上，当該サービス管理責任者の当該他の職

務に係る勤務時間を算入することはできない。

○ １人のサービス管理責任者は，最大利用者 60 人

までの療養介護計画の作成等の業務を行うことが

できる。

  この範囲で，指定療養介護事業所のサービス管理

責任者が，指定宿泊型自立訓練事業所，指定自立生

活援助事業所，指定共同生活介護事業所，日中サー

ビス支援型指定共同生活援助事業所に置くべきサ

ービス管理責任者又は大規模な指定障害福祉サー

ビス事業所等において，専従かつ常勤のサービス管

理責任者１人に加えて配置すべきサービス管理責

任者を兼務することは差し支えない。

○ 「前年度の平均値」とは，当該年度の前年度（毎

年４月１日に始まり翌年 3 月 31 日をもって終わる

年度とする。）の利用者延べ数を開所日数で除して

得た数とする。

  この算定に当たっては，小数点第２位以下を切り

上げる。

○勤務実績表

○出勤簿（タイム

カード）

○従業員の資格証

○勤務体制一覧表

○利用者数（平均

利用人数）が分

かる書類（実績

表等）

○利用者数（平均

利用人数）が分か

る書類（利用者名

簿等）

○生活支援員及びサ

ービス管理責任者

の勤務実態の分か

る書類

（出勤簿等）

平24条例 52第 50条

第 1項第 4号

平 18障発第 1206001号

第四の1(4)

平 18障発第 1206001号

第四の1(6)

平 24条例 52第 50条

第 2項

平 24条例 52第 50条

第 4項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（７）管理者

第３ 設備に関する

基準

１ 設備

第４ 運営に関する

基準

１ 内容及び手続

の説明及び同意

（１）指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置いているか。

   （ただし，指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定療

養介護事業所の他の職務に従事させ，又は当該指定療養介護事業所以外の

事業所，施設等の職務に従事させることができる。）

（２）指定療養介護事業所は病院であることから，医師が指定療養介護

事業所の管理者となっているか。

（１）医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営

上必要な設備を備えているか。

（２）（１）に規定する設備は，専ら当該指定療養介護事業所の用に供するも

のとなっているか。

   （ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。）

（１）指定療養介護事業者は，支給決定障害者等が指定療養介護の利用の申込

みを行ったときは，当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮

をしつつ，当該利用申込者に対し，運営規程の概要，従業者の勤務体制，

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行っているか。

   また，当該療養介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得て

いるか。

（２）指定療養介護事業者は，社会福祉法第77条(利用契約の成立時の書面の

交付)の規定に基づき書面の交付を行う場合は，利用者の障害の特性に応じ

た適切な配慮をしているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 指定療養介護事業所の管理者は，以下の場合であ

って，当該指定療養介護事業所の管理業務に支障が

ないときは，他の職務を兼ねることができる。

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任

者又は従業者としての職務に従事する場合

  イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害

福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等

の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業

者としての職務に従事する場合であって，特に当

該指定療養介護事業所の管理業務に支障がない

と認められる場合

○ 原則として，一の建物につき，一の事業所とし，

指定療養介護の単位を複数設ける場合については，

指定療養介護の単位ごとに当該指定療養介護を実

施するために必要な設備を備えること。

○ 書面交付事項

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の

所在地

② 当該事業の経営者が提供する指定療養介護の

内容

③ 当該指定療養介護の提供につき利用者が支払

うべき額に関する事項

④ 指定療養介護の提供開始年月日

⑤ 指定療養介護に係る苦情を受け付けるための

窓口

○ 利用者の承諾を得た場合には当該書面に

記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法により

提供することができる。

○管理者の雇用形

態が分かる書類

○勤務実績表

○出勤簿（タイムカ

ード）

○従業者の資格証

○勤務体制一覧表

○平面図

○設備・備品等一覧

表

【目視】

○重要事項説明書

○利用契約書（利

用者または家族

の署名捺印）

○重要事項説明書

○利用契約書（利

用者または家族

の署名捺印）

○その他利用者に

交付した書面

平24条例 52第 51条

平 18障発第 1206001号

第四の1(7)

平 24条例 52第 52条

平 18障発第 1206001号

第四の２

平24条例 52第 77条

準用第9条第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第9条第 2項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

２ 契約支給量の

報告等

３ 提供拒否の禁

止

４ 連絡調整に対

する協力

５ 受給資格の確

認

（１）指定療養介護事業者は，入所又は退所に際しては，入所又は退所の年月

日その他の必要な事項（受給者証記載事項）を支給決定障害者等の受給者

証に記載しているか。

（２）指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他

の必要な事項を市に対し遅滞なく報告しているか。

（３）（２）の規定は，受給者証記載事項に変更があった場合にも準じて取り

扱っているか。

指定療養介護事業者は，正当な理由がなく，指定療養介護の提供を拒んでい

ないか。

特に，障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否して

いないか。

指定療養介護事業者は，指定療養介護の利用について市町村又は一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に，できる限り協力

しているか。

指定療養介護事業者は，指定療養介護の提供を求められた場合は，その者の

提示する受給者証によって，支給決定の有無，支給決定の有効期間，支給量等

を確かめているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



- 11 -

チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 指定療養介護事業者は、入院又は退院に際

しては、支給決定障害者の受給者証に当該

事業者及びその事業所の名称、指定療養介

護の内容、当該指定療養介護事業者が当該

支給決定障害者に提供する月当たりの指定

療養介護の提供日数（契約支給量）、契約

日等の必要な事項を記載すること。なお、

当該契約に係る指定療養介護の提供が終了

した場合にはその年月日を、月途中で終了

した場合には当該月で既に提供した指定療

養介護の日数を記載することとしたもので

ある。

○ 条例第 53 条第 2項は、指定療養介護事業

者は、（１）の規定による記載をした場合

には、遅滞なく市町村に対して、当該記載

事項を報告することとしたものである。

○ 提供を拒むことのできる正当な理由

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれ

ない場合

② 当該事業所の運営規程において主たる対象とす

る障害の種類を定めている場合であって，これに該

当しない者から利用申込みがあった場合，その他利

用申込者に対し自ら適切な指定療養介護を提供す

ることが困難な場合

※「難病等対象者」である理由のみをもって，一律

機械的にサービス提供を拒否することのないよ

う留意すること。

③ 入院治療が必要な場合

○ 受給者証（写）

○契約内容報告書

○ 受給者証（写）

○契約内容報告書

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○ 受給者証（写）

平24条例 52第 53条

平 18障発第 1206001号

第四の3(1)

平 24条例 52第 77条

準用第11条

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第12条

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第14条

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

６ 介護給付費の

支給の申請に係

る援助

７ 心身の状況等

の把握

８ 指定障害福祉

サービス事業者

等との連携等

９ サービスの提

供の記録

（１）指定療養介護事業者は，療養介護に係る支給決定を受けていない者から

利用の申込みがあった場合は，その者の意向を踏まえて速やかに介護給付

費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

（２）指定療養介護事業者は，療養介護に係る支給決定に通常要すべき標準的

な期間を考慮し，支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請

について，必要な援助を行っているか。

指定療養介護事業者は，指定療養介護の提供に当たっては，利用者の心身の

状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めているか。

（１）指定療養介護事業者は，指定療養介護を提供するに当たっては，地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，他の指定障害福祉サ

ービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めているか。

（２）指定療養介護事業者は，指定療養介護の提供の終了に際しては，利用者

又はその家族に対して適切な援助を行うとともに，保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

（１）指定療養介護事業者は，指定療養介護を提供した際は，当該指定療養介

護の提供日，内容その他必要な事項を記録しているか。

（２）指定療養介護事業者は，（１）の規定による記録に際しては，支給決定

障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 条例第 54 条第 1 項は、利用者及び指定療養介護事

業者が、その時点での指定療養介護の利用状況等を把

握できるようにするため、指定療養介護を提供した際

には、当該療養介護の提供日、提供したサービスの具

体的内容、利用者負担額等の利用者に伝達すべき必要

な事項についての記録を適切に行うことができる場

合においては、これらの事項について後日一括して記

録することも差し支えないこととしたものである。

○ 利用者の確認

条例第 54 条第 2項は、同条第１項のサービ

スの提供の記録について、サービスの提供に係る適

切な手続を確保する観点から、利

用者の確認を得なければならないこととしたもので

ある。

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○アセスメント記

録

○ケース記録

○個別支援計画

○ケース記録

○個別支援計画

○ケース記録

○サービス提供の

記録

○サービス提供の

記録

平24条例 52第 77条

準用第15条第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第15条第 2項

平 24条例 52第 77条

準用第16条

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第17条第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第17条第 2項

平 24条例 52第 54条

平 18障発第 1206001号

第四の3(2)
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

10 指定療養介護

事業者が支給決

定障害者等に求

めることのでき

る金銭の支払の

範囲等

11 利用者負担額

等の受領

（１）指定療養介護事業者が，指定療養介護を提供する支給決定障害者に対し

て金銭の支払を求めることができるのは，当該金銭の使途が直接利用者の

便益を向上させるものであって，当該支給決定障害者等に支払を求めるこ

とが適当であるものに限られているか。

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並

びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明

らかにするとともに，支給決定障害者等に説明を行い，その同意を得てい

るか。

  （ただし，11の(１)から(３)までに掲げる支払については，この限りでは

ない。）

（１）指定療養介護事業者は，指定療養介護を提供した際は，支給決定障害者

等から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。

（２）指定療養介護事業者は，法定代理受領を行わない指定療養介護を提供し

た際は，支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービ

ス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第２項において準

用する法第58条第４項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算

定した額の支払を受けているか。

（３）指定療養介護事業者は，（１）及び（２)の支払を受ける額のほか，指

定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者

から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。

① 日用品費

② ①のほか指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決

定障害者に負担させることが適当と認められるもの

（４）指定療養介護事業者は，（１）から（３）までに掲げる費用の支払を受

けた場合は，当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者

に対し交付しているか。

（５）指定療養介護事業者は，（３）の費用に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，支給決定障害者に対し，当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い，支給決定障害者の同意を得ているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 利用者の直接便益を向上させるものについては，次

の要件を満たす場合に，利用者等に金銭の支払を求め

ることは差し支えない。

① 指定療養介護のサービス提供の一環として行われ

るものではないサービスの提供に要する費用であ

ること。

② 利用者等に求める金額，その使途及び金銭の支払

を求める理由について記載した書面を利用者に交

付し，説明を行うとともに，当該利用者の同意を得

ていること。

○ 法定代理受領を行わない場合

基準第 54 条第２項は、指定療養介護事業者が法第

29 条第４項に規定する法定代理受領を行わない指

定療養介護を提供した際には、支給決定障害者から、

当該指定療養介護につき、利用者負担額のほか介護

給付費（療養介護医療費を含む。）の額の支払を受

けるものとすることとしたものである。

○ その他受領が可能な費用の範囲

同条第 3 項は、指定療養介護事業者は前 2 項の支払

を受ける額のほか、指定療養介護において提供され

る便宜に要する費用のうち、

ア 日用品費

イ 日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、支給決定障害者に負担させることが

適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、介護給付費

の対象となっているサービスと明確に区分されない

曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めな

いこととしたものである。

なお、イの具体的な範囲については、「障害福祉サ

ービス等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて（平成18 年 12 月 6日障発第 1206002 号当職

通知）によるものとする。

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○請求書

○領収書

○請求書

○領収書

○請求書

○領収書

○領収書

○重要事項説明書

平24条例 52第 77条

準用第20条第 1項

平 18障発第 1206001号

第三の3(24)

平 24条例 52第 77条

準用第20条第 2項     

平 24条例 52第 55条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第三の3(3)

平 24条例 52第 55条

第 2項

平 24条例 52第 55条

第 3項

平 24条例 52第 55条

第 4項

平 24条例 52第 55条

第 5項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

12 利用者負担額

に係る管理

13 介護給付費の

額に係る通知等

14 指定療養介護

の取扱方針

指定療養介護事業者は，支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業

者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは，

当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法

の例により算定した額又は法第70条第２項において準用する法第58条第４項

に規定する平成 18年厚生労働省告示第527号に定めるところにより算定した

額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除し

て得た額の合計額（利用者負担額等合計額）を算定しているか。

この場合において，当該指定療養介護事業者は，利用者負担額合計額を市町

村に報告するとともに，当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービ

ス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

（１）指定療養介護事業者は，法定代理受領により市町村から指定療養介護に

係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は，支給決定障害

者に対し，当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額

を通知しているか。

（２）指定療養介護事業者は，法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費

用の支払を受けた場合は，その提供した指定療養介護の内容，費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障

害者に対して交付しているか。

（１）指定療養介護事業者は，療養介護計画に基づき，利用者の心身の状況等

に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，指定療養介護の提供が漫

然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

（２）指定療養介護事業所の従業者は，指定療養介護の提供に当たっては，懇

切丁寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，

理解しやすいように説明を行っているか。

（３）指定療養介護事業者は，その提供する指定療養介護の質の評価を行い，

常にその改善を図っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 基準第 56 条第 1 項は、指定療養介護事業者は、市

町村から法定代理受領を行う指定療養介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対

し、当該支給決定障害者に係る介護給付費の額を通知

することとしたものである。

○ 同条第 2 項は、基準第 55 条第 2 項の規定による額

の支払を受けた場合には、提供した指定療養介護の内

容、費用の額その他利用者が介護給付費を請求する上

で必要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に交付しなければならないこととした

ものである。

○ 「支援上必要な事項」とは，指定療養介護計画の目

標及び内容のほか，行事及び日課等も含む。

○ 指定療養介護事業者は，自らその提供する指定療養

介護の質の評価を行うことはもとより，第三者による

外部評価の導入を図るよう努め，常にサービスを提供

する事業者としての質の改善を図らなければならな

い。

○適宜必要と認め

る資料

○通知の写し

○サービス提供証

明書の写し

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

平24条例 52第 56条

平 18障発第 1206001号

第三の3(4)

平 24条例 52第 57条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第三の3(5)

平 24条例 52第 57条

第 2項

平 24条例 52第 58条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(6)

平 24条例 52第 58条

第 2項

平 24条例 52第 58条

第 3項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

15 療養介護計画

の作成

等

（１）指定療養介護事業所の管理者は，サービス管理責任者に指定療養介護に

係る個別支援計画（療養介護計画）の作成に関する業務を担当させている

か。

（２）サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法

により，利用者について，その有する能力，その置かれている環境及び日

常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把

握（アセスメント）を行い，利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

（３）アセスメントに当たっては，利用者に面接して行なっているか。この場

合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十分に

説明し，理解を得ているか。

（４）サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，

利用者及びその家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般

の質を向上させるための課題，指定療養介護の目標及びその達成時期，指

定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案

を作成しているか。

この場合において，当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以

外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療

養介護計画の原案に位置付けるよう努めているか。

（５）サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対す

る指定療養介護の提供に当たる担当者等を召集して行う会議をいい，テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し，療養

介護計画の原案の内容について意見を求めているか。

（６）サービス管理責任者は，療養介護計画の原案の内容について利用者又は

その家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得ているか。

（７）サービス管理責任者は，療養介護計画を作成した際には，当該療養介護

計画を利用者に交付しているか。

（８）サービス管理責任者は，療養介護計画の作成後，療養介護計画の実施状

況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）（モニタリ

ング）を行うとともに，少なくとも６ヶ月に１回以上，療養介護計画の見

直しを行い，必要に応じて療養介護計画の変更を行っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 療養介護計画は，利用者及びその家族の生活に対す

る意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上さ

せるための課題，指定障害福祉サービスの目標及びそ

の達成時期，指定療養介護を提供する上での留意事項

等を記載した書面である。

○ 療養介護計画は，利用者の置かれている環境及び日

常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握を行い，利用者が自立した日常

生活を営むことができるよう支援する上での適切な

支援内容の検討に基づいて立案されるものである。

○ サービス管理責任者の役割

サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等

が作成したサービス等利用計画を踏まえて、当該指

定療養介護事業所以外の保健医療サービス又はその

他の福祉サービス等との連携も含めて、療養介護計

画の原案を作成し、以下の手順により療養介護計画

に基づく支援を実施するものである。

ア 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担

当者を招集して行う会議を開催し、療養介護計画

の原案について意見を求めること

イ 当該療養介護計画の原案の内容について、利用者

及びその家族に対して説明し、文書により当該利

用者の同意を得ること

ウ 利用者へ当該療養介護計画を交付すること

エ 当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介

護計画の見直すべきかどうかについての検討（当

該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要

に応じて療養介護計画の変更を行う必要がある

こと。）を行うこと

○個別支援計画

○サービス管理責

任者が個別支援

計画を作成して

いることが分か

る書類

○個別支援計画

○アセスメント及

びモニタリング

を実施したこと

が分かる書類

○アセスメントを

実施したことが

分かる記録

○面接記録

○個別支援計画の

原案

○他サービスとの

連携状況が分か

る書類

○サービス担当者

会議の記録

○個別支援計

（利用者または家

族の署名）

○利用者に交付し

た記録

○個別支援計画

（利用者または家

族の署名）

○個別支援計画

○アセスメント及

びモニタリング

に関する記録

平24 条例 52第 59条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(7)

平 24条例 52第 59条

第 2項

平 24条例 52第 59条

第 3項

平 24条例 52第 59条

第 4項

平 24条例 52第 59条

第 5項

平 24条例 52第 59条

第 6項

平 24条例 52第 59条

第 7項

平 24条例 52第 59条

第 8項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

15 療養介護計画

の作成

等

16 サービス管理

責任者の責務

17 相談及び援助

18 機能訓練

19 看護及び医学

的管理の下にお

ける介護

（９）サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家

族等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定め

るところにより行っているか。

  ① 定期的に利用者に面接すること。

  ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

（10）療養介護計画に変更のあった場合，（２）から（７）に準じて取り扱っ

ているか。

サービス管理責任者は，療養介護計画の作成等のほか，次に掲げる業務を行

っているか。

① 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等

に対する照会等により，その者の心身の状況，当該指定療養介護事業所以

外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

② 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立

した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立し

た日常生活を営むことができると認められる利用者に対し，必要な支援を

行うこと。

③ 他の従事者に対する技術指導及び助言を行うこと。

指定療養介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等

の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じると

ともに，必要な助言その他の援助を行っているか。

指定療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活

の自立を助けるため，必要な機能訓練を行っているか。

（１）看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の病状及び心身の状況

に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術

をもって行っているか。

（２）指定療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方

法により，排せつの自立について必要な援助を行っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○条例第61 条は、常に利用者の心身の状況、その置か

れている環境等の的確な把握に努め、常時必要な相談

及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に

サービスを利用する利用者の生活の質の向上を図る

ことを趣旨とするものである。

○ 機能訓練は，作業療法士又は理学療法士等が行う機

能訓練に限るものではなく，日常生活の中での機能訓

練やレクリエーション，行事の実施等を通じた機能訓

練を含むものであり，これらについても十分配慮しな

ければならない。

○指定療養介護の提供に当たっては、利用者の人格に十

分配慮し、療養介護計画によるサービスの目標等を念

頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状

況に応じて、適切な技術をもって介護を提供し、又は

必要な支援を行うものとする。

○モニタリング記

録

○面接記録

○(2)から(7)に掲

げる確認資料

○個別支援計画

○アセスメント及

びモニタリング

に関する記録

○サービス提供の

記録

○他の従業者に指

導及び助言した

記録

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

平24条例 52第 59条

第 9項

平 24条例 52第 59条

第 10項

平 24条例 52第 60条

平 24条例 52第 61条

平 18障発第 1206001号

第四の3(9)

平 24条例 52第 62条

平 18障発第 1206001号

第四の3(10)

平 24条例 52第 63条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(11)

平 24条例 52第 63条

第 2項



- 22 -

主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

19 看護及び医学

的管理の下にお

ける介護

20 その他のサー

ビスの提供

21 緊急時等の対

応

22 支給決定障害者

に関する市町村へ

の通知

23 管理者の責務

（３）指定療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを

適切に取り替えているか。

（４）指定療養介護事業者は，（１）から（３）に定めるほか，利用者に対し，

離床，着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行っているか。

（５）指定療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当

該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせ

ていないか。

（１）指定療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行事を行

うよう努めているか。

（２）指定療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利

用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めているか。

      また，利用者や家族の面会の場所や時間等についても，利用者や

その家族に配慮したものとするよう努めているか。

従業者は，現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は，速やかに他の専門医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じているか。

指定療養介護事業者は，指定療養介護を受けている支給決定障害者が次のい

ずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知して

いるか。

① 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことに

より，障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又

は療養介護医療費を受け，又は受けようとしたとき。

（１）指定療養介護事業所の管理者は，当該指定療養介護事業所の従業者及び

業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。

（２）指定療養介護事業所の管理者は，当該療養介護事業所の従業者に指定障

害福祉サービス基準第３章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特 記 事 項

○ 排せつの介護は，利用者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに，自立支援の観点から，トイレ誘導や排

せつ介助等について適切な方法により実施すること。

○ おむつを使用せざるを得ない場合には，その心身及

び活動の状況に適したおむつを提供するとともに，お

むつ交換は，頻繁に行えばよいということではなく，

利用者の排せつ状況を踏まえて実施すること。

○ 指定療養介護事業所は，利用者が自らの趣味や嗜好

に応じた活動を通じて充実した日常生活を送ること

ができるよう，野外活動や芸術鑑賞等のレクリエーシ

ョン行事の実施に努めること。

○ 指定療養介護事業所は利用者の家族に対し，指定療

養介護事業所の会報の送付，当該事業所が実施する行

事への参加呼びかけ等によって利用者とその家族が

交流できる機会等を確保するよう努めること。

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○緊急時対応マニ

ュアル

○ケース記録

○事故等の対応記

録

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

○適宜必要と認め

る資料

平24条例 52第 63条

第 3項

平 24条例 52第 63条

第 4項

平 24条例 52第 63条

第 5項

平 24条例 52第 64条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(12)

平 24条例 52第 64条

第 2項

平 24条例 52第 65条

平 18障発第 1206001号

第四の3(13)

平 24条例 52第 66条

平 18障発第 1206001号

第四の3(14)

平 24条例 52第 67条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(15)

平 24条例 52第 67条

第 2項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

24 運営規程

25 勤務体制の確

保等

指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種，員数及び職務の内容

③ 利用定員

④ 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及

びその額

⑤ サービス利用に当たっての留意事項

⑥ 緊急時等における対応方法

⑦ 非常災害対策

⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑩ その他運営に関する重要事項

（１）指定療養介護事業者は，利用者に対し，適切な指定療養介護を提供でき

るよう，指定療養介護事業所ごとに，従業者の勤務体制を定めているか。

（２）指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，当該指定療養介護

事業所の従業者によって指定療養介護を提供しているか。

  （ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については，この限

りではない。）

（３）指定療養介護事業者は，従業者の資質の向上のために，その研修の機会

を確保しているか。

（４）適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業者の職場環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○ 「虐待の防止のための措置事項」

ア 虐待の防止に関する責任者の選定

イ 成年後見制度の利用支援

ウ 苦情解決体制の整備

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため

の研修の実施（研修方法や研修計画等）など

オ 条例第40条の 2第 1項の「虐待の防止のための

対策を検討する委員会（以下「虐待防止委員会」と

いう。）」の設置等に関すること。

○ 指定療養介護事業所ごとに，原則として月ごとの勤

務表（生活支援員の勤務体制を指定療養介護の単位等

により２以上で行っている場合は，その勤務体制ごと

の勤務表）を作成し，従業者の日々の勤務時間，常勤・

非常勤の別，管理者との兼務関係等を明確にするこ

と。

○ 指定療養介護事業所は原則として，当該指定療養介

護事業所の従業者によって指定療養介護を提供すべ

きであるが，調理業務，洗濯等の利用者に対するサー

ビス提供に直接影響を及ぼさない業務については，第

三者への委託等を行うことを認めるものである。

○ 指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図る

ため，研修機関が実施する研修や当該指定療養介護事

業所内の研修への参加の機会を計画的に確保するこ

と。

○同条第 4項は、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第

113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の 2

第 1項の規定に基づき、指定療養介護事業者には、職

場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラ

スメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）

の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義

務づけられていることを踏まえ、規定したものであ

る。

○ 運営規程

○従業者の勤務表

○勤務形態一覧表

または雇用形態

が分かる書類

○研修計画、研修

実施記録

平24条例 52第 68条

平 18障発第 1206001号

第四の3(16)

「障害者（児）施設にお

ける虐待の防止につい

て」（平成17年 10月

20日障発第 1020001号

当職通知）

平24条例 52第 69条

第 1項

平 18障発第 1206001号

第四の3(17)

平 24条例 52第 69条

第 2項

平 24条例 52第 69条

第 3項

平 24条例 52第 69条

第 4項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

25 勤務体制の確

保等



- 27 -

チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

ア 指定療養介護事業者が講ずべき措置の具体的内容

指定療養介護事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が

職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第615 

号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に

起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置等についての指

針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント

指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に

留意されたい内容は以下のとおりである。

ａ 指定療養介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメ

ントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周

知・啓発すること。

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相

談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知す

ること。

○なお、パワーハラスメント防止のための指定療養介護事業者の方

針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第

24号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的

な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第 30 条の 2第 1項の規定により、中小企業（医療・介護を含

むサービス業を主たる事業とする事業主については、資本金が

5000万円以下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）

は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義

務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な

措置を講じるよう努められたい。

イ 指定療養介護事業者が講じることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行

為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管

理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対

応、行為者に対して１人で対応させない等）

③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業

種・業態等の状況に応じた取組）が規定されているので参考に

されたい。
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

26 業務継続計画

の策定等

（１）感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施し、

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（「業務継続計画」）を

策定し、その業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

【３年間の経過措置あり】

  

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を定

期的に実施しているか。

【３年間の経過措置あり】

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○指定療養介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、

利用者が継続して指定療養介護の提供を受けられるよう、指定療

養介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、

必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければなら

ないこととしたものである。

○業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 33 

条の 2 に基づき指定療養介護事業者に実施が求められるものであ

るが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え

ない。

○感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むこ

とが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全

ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

○業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第10 号。以

下「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間

の経過措置を設けており、令和６年３月３１ 日までの間は、努力

義務とされている。

○業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。

なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所

等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラ

イン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時

の業務継続ガイドライン」を参照されたい。

また、想定される災害等は地域によって異なるものであることか

ら、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及

び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものでは

ない。

ア 感染症に係る業務継続計画

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組

の実施、備蓄品の確保等）

ｂ 初動対応

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への

対応、関係者との情報共有等）

イ 災害に係る業務継続計画

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライ

フラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

ｃ 他施設及び地域との連携

○業務継続計

画

（ＢＣＰ）

・新型コロナウ

イルス

・自然災害

○職員の研修

の記録など

平24条例 52第 77

条準用第 33条の 2

第 1項

平 24条例 52第 77

条準用第 33条の 2

第 2項

平 24条例 52第 77

条準用第 33条の 2

第 3項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

26 業務継続計画

の策定等

27 定員の遵守 指定療養介護事業者は，利用定員を超えて指定療養介護の提供を行っていな

いか。

（ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。）

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的

内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、

緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

○ 従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回

以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を

実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差

し支えない。

○ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し

た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、

指定療養介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生

した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実

施するものとする。

○ 感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支え

ない。

○ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机

上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ

とが適切である。

○ 下記に該当する利用定員を超えた利用者の受入については，適

正なサービスの提供が確保されることを前提とし，地域の社会資

源の状況等から新規の利用者を当該指定療養介護事業所において

受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限

り，可能とする。

① １日当たりの利用者の数

ア 利用定員50人以下の指定療養介護事業所の場合

    １日当たりの利用者の数が，利用定員に110％を乗じて得た

数以下となっていること。

  イ 利用定員51人以上の指定療養介護事業所の場合

    １日当たりの利用者の数が，利用定員から50を差し引いた

数に 105％を乗じて得た数に，55 を加えて得た数以下とな

っていること。

② 過去３月間の利用者の数

   過去３月間の利用者の延べ数が，利用定員に開所日数を乗じ

て得た数に105 ％を乗じて得た数以下となっていること。

○運営規程

○利用者数が

分かる書類

（利用者名簿

等）

平 24 条例 52 第 70

条

平 18 障 発 第

1206001 号第四の

3(18)
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

28 非常災害対策

29 衛生管理等

（１）指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けるとともに、事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、

火山災害等個別に非常災害に関する具体的計画を立てているか。

（２）指定療養介護事業者は、前項の具体的計画の内容について、従業者及び

利用者に分かりやすく業所内に掲示しているか。

（３）指定療養介護事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に

地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に従

業者に周知しているか。

（４）指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出そ

の他必要な訓練を行っているか。

（５）指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めているか。

（１）事業者は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，衛生的

な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必

要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

（２）指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所において感染症又は食中毒

が発生し，又はまん延しないように，次の各号に掲げる措置を講じている

か。                                     【３年間の経過措置あり】

① 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用しておこなうことができる

ものとする。）を定期的に開催し、その結果について、従業員に周知徹底

しているか。

② 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備しているか。

③ 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○ 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」と

は，消防法（昭和23年法律第 186号）その他法令等に規

定された設備を指しており，それらの設備を確実に設置

すること。

○ 「非常災害に関する具体的計画」とは，消防法施行規

則（昭和36年自治省令第６号）第３条に規定する消防計

画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害，地震等の

災害に対処するための計画をいう。この場合，消防計画

の策定及びこれに基づく消防業務の実施は，消防法第８

条の規定に基づき定められる者に行わせること。

○ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは，火災

等の災害時に，地域の消防機関へ速やかに通報する体制

をとるよう職員に周知徹底するとともに，日頃から消防

団や地域住民との連携を図り，火災等の際に消火・避難

等に協力してもらえるような体制作りを求めるものであ

る。

○（３）は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、

救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住

民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、

そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を

確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくり

に努めることが必要である。

訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具

体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとするこ

と。

○（１）は、事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態

の管理に努めるべきであり、特に、従業者が感染源とな

ることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、

手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予

防するための備品等を備えるなど対策を講じるべきこと

を規定したものである。

このほか、次の点に留意するものとする。

ア 事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防

止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を

保つこと。

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症

対、レジオネラ症対策等については、その発生及び

まん延を防止するための措置について、別途通知等

が発出されているので、これに基づき、適切な措置

を講じること。

ウ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めるこ

と。

○非常火災時対応

マニュアル

（対応計画）

○運営規程

○通報・連絡体制

○消防用設備点検

の記録

○避難訓練の記録

○消防署への届出

○衛生管理に関す

る書類

○ 感染予防に関す

るマニュアルなど

○ 感染予防に関

する職員研修記

録等

平24条例52第71条

第 1項

平18障発第1206001

号第四の 3(19)

平24条例52第71条

第 2項

平24条例52第71条

第 3項

平24条例52第71条

第 4項

平24条例52第71条

第 5項

平24条例52第72条

第 1項

平18障発第1206001

号第四の 3(20)

平24条例52第72条

第 2項
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29 衛生管理等
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○（２）に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

講ずるべき措置については、具体的には次のアからエまでの取扱いと

すること。

ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会

➢ 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）で

あり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看

護職員、生活支援員、栄養士又は管理栄養士）により構成する。

➢ 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感

染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めて

おくことが必要である。

➢ 感染対策担当者は看護師であることが望ましい。

➢ 感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね

３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時

期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

➢ 感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害

の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

この際、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン」等を遵守すること。

なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定療養介護事業所内の

他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する

職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を

設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支

えない。

また、指定療養介護事業所外の感染管理等の専門家を委員として積

極的に活用することが望ましい。

イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

➢ 事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

➢ 平常時の対策としては、次のようなものが想定される。

・事業所内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の

処理等）

・日常の支援にかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・

体液・分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に

触れるときどのようにするかなどの取り決め）、手洗いの基本、

早期発見のための日常の観察項目）等

➢ 発生時の対応としては、次のようなものが想定される。

・発生状況の把握

・感染拡大の防止

・医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関と

の連携

・医療処置

・行政への報告 等
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

29 衛生管理等

30 掲示 （１）指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所の見やすい場所に，運営規

程の概要，従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しているか。

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

➢ 発生時における指定療養介護事業所内の連絡体制や前記の関係機

関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サー

ビス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえて検討

すること。

ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

➢ 従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の

内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発すると

ともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生

的な支援の励行を行うものとする。

➢ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、事業所が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催

するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが

重要である。

➢ 調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に

対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。

➢ 研修の実施内容についても記録することが必要である。

➢ 研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員の

ための感染対策マニュアル」等を活用するなど、指定療養介護事業

所内で行うものでも差し支えなく、当該指定療養介護事業所の実態

に応じ行うこと。

エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

➢ 平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応

について、訓練（シミュレーション）を定期的（年２回以上）に

行うことが必要である。

➢ 訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、

発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役

割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施す

るものとする。

➢ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上

  及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施すること

が適切である。

○ （１）は、事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時

の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果

の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである

が、次に掲げる点に留意する必要がある。

ア  事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその

家族等に対して見やすい場所のことであること。

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人

数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求める

ものではないこと。

○ 事業所の

掲示物

平24条例52

第 73条

第 1項

平24条例52

第 73条

第 2項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

30 掲示

31 身体拘束の禁

止

（２）（１）に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、（１）の掲示に代える

ことができるが、掲示ができない場合に掲示に代えているか。

（１）サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（身体拘束等）を行っていないか。

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録

しているか。

（３）身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。

【令和４年度から義務化】

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催し、その

結果について、従業者に周知徹底しているか。

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施して

いるか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○（２）項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家

族等が自由に閲覧可能な形で当該指定療養介護事業所内に備え

付けることで同条第１項の掲示に代えることができることを規

定したものである。

○（１）、（２）は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはなら

ず、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

○（３）の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」

（以下「身体拘束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事

する幅広い職種により構成する。

○構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘

束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要であ

る。

○身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用すること

が望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職

員等の活用が考えられる。

また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能である

ため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

○身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催する

ことが望ましい。

虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認める

ことも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・

運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。

○指定療養介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹

底する目的は、身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報

共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない

支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲

罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

○身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のような

ことを想定している。

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録

するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告す

ること。

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事

例を集計し、分析すること。

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分

析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事

例の適正性と適正化策を検討すること。

○個別支援計

画

○ 身体拘束

等の記録

○身体拘束等

に関する書

類

（必要事項が

記載されて

いる記録、

理由が分か

る書類等）

○身体拘束適

正化検討委

員会の議事

録等

○身体拘束等

の適正化の

ための指針

○身体拘束に

関する職員

研修記録等

平24条例52第77条

準用第 35条の 2

第 1項

平24条例52第77条

準用第 35条の 2

第 2項

平24条例52第77条

準用第 35条の 2

第 3項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

31 身体拘束の禁

止

32 秘密保持等 （１）指定療養介護事業所の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

（２）指定療養介護事業者は，従業者及び管理者であった者が，正当な理由が

なく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう，必要な措置を講じているか。

（３）指定療養介護事業者は，他の指定療養介護事業者等に対して，利用者又

はその家族に関する情報を提供する際は，あらかじめ文書により当該利用

者又はその家族の同意を得ているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。

○ ②の指定療養介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のた

めの指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事

項

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する

基本方針

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

○ 従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当た

っては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該指定療養宅介護事業所における指

針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。

○ 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業所が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年

１回以上）するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適

正化の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容について記録することが必要である。

○ 研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支え

なく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラム

において身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、

虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取

り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施してい

るものとみなして差し支えない。

○ 指定療養介護事業者は，当該指定療養介護事業所の従業者等

が，従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を，従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講じ

ること。

○ 従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情

報を，他の指定障害福祉サービス事業者と共有するために，指定

療養介護事業者等は，あらかじめ，文書により利用者又はその家

族から同意を得る必要がある。

  なお，この同意は，サービス提供開始時に利用者及びその家族

から包括的な同意を得ておくことで足りる。

○従業者及

び管理者の

秘密保持誓

約書

○その他必要

な措置を講

じたこと

が分かる文

書（就業規則

等）

○個人情報同

意書

平24条例52第77条

準用第 36条第 1

項

平 18障発第 1206001

号 第三の3(24)

平24条例52第77条

準用第 36条第 2

項

平24条例52第77条

準用第 36条第 3

項
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

33 情報の提供等

34 利益供与等の

禁止

35 苦情解決

指定療養介護事業者は，指定療養介護を利用しようとする者が，適切かつ円滑

に利用することができるように，当該指定療養介護事業者が実施する事業の内容

に関する情報の提供を行うよう努めているか。

（１）指定療養介護事業者は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行

う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対

し，利用者又はその家族に対して当該指定療養介護事業者を紹介することの

対償として，金品その他の財産上の利益を供与していないか。

（２）指定療養介護事業者は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行

う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から，

利用者又はその家族を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利

益を収受していないか。

（１）指定療養介護事業者は，その提供した指定療養介護に関する利用者又はそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

（２）指定療養介護事業者は，（１）の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の

内容等を記録しているか。

（３）指定療養介護事業者は，その提供した指定療養介護に関し，法第10条第

１項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若し

くは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定療養介護事業所の設

備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ，及び利用者又はその家族か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに，市町村から指導又

は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている

か。

（４）指定療養介護事業者は，その提供した指定療養介護に関し，法第11条第

２項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定療養介護の提供の

記録，帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの

質問に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行

う調査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助言を受けた場合

は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○「必要な措置」とは，相談窓口，苦情解決の体制及び手順等当該

事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいう。

  当該措置の概要については，利用申込者にサービスの内容を説

明する文書に記載し，事業所に掲示することが望ましい。

○苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち，苦情の内容を踏まえ，サービスの質の向上に向けた

取組を自ら行うべきである。

○情報提供を

行ったこと

が分かる書

類（パンフ

レット等）

○適宜必要と

認める資料

○適宜必要と

認める資料

○苦情受付簿

○重要事項説

明書

○契約書

○事業所の掲

示物

○苦情者への

対応記録

○苦情対応マ

ニュアル

○市町村から

の指導また

は助言を受

けた場合の

改善したこ

とが分かる

書類

○都道府県か

らの指導ま

たは助言を

受けた場合

の改善した

ことが分か

る書類

平24条例52第77条

準用第 37条第 1項

平24条例52第77条

準用第 38条第 1項

平 18障発第 1206001

号

第三の3(25)

平24条例52第77条

準用第 38条第 2項

平24条例52第77条

準用第 39条第 1項

平 18障発第 1206001

号

第三の3(26)

平24条例52第77条

準用第 39条第 2項

平24条例52第77条

準用第 39条第 3項

平24条例52第77条

準用第 39条第 4項



- 44 -

主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

35 苦情解決

36 事故発生時の

対応

（５）指定療養介護事業者は，その提供した指定療養介護に関し，法第 48 条

第１項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿

書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定療養介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査

に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市

町村長が行う調査に協力するとともに，都道府県知事又は市町村長から指

導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行っ

ているか。

（６）指定療養介護事業者は，都道府県知事，市町村又は市町村長から求めが

あった場合には，（３）から（５）までの改善の内容を都道府県知事，市

町村又は市町村長に報告しているか。

（７）指定療養介護事業者は，社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員

会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力し

ているか。

（１）指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供により事故

が発生した場合は，都道府県，市町村，当該利用者の家族等に連絡を行う

とともに，必要な措置を講じているか。

（２）指定療養介護事業者は(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて，記録しているか。

（３）指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供により賠償

すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行っているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○ 利用者に対する指定療養介護の提供により事故が発生した

場合の対応方法については，あらかじめ指定療養介護事業者

が定めておくことが望ましい。

また，事業所に自動体外式除細器（ＡＥＤ）を設置するこ

とや救命講習等を受講することが望ましい。なお，事業所の

近隣にＡＥＤが設置されており，緊急時に使用できるよう，

地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えな

い。

○ 指定療養介護事業者は，賠償すべき事態において速やかに

賠償を行うため，損害賠償保険に加入しておくことが望まし

い。

○ 指定療養介護事業者は，事故が生じた際にはその原因を解

明し，再発生を防ぐための対策を講じること。

○都道府県または

市町村からの指

導または助言を

受けた場合の改

善したことが分

かる書類

○都道府県等への

報告書

○運営適正委員会

の調査又はあっ

せんに協力した

ことが分かる書

類

○事故対応マニュ

アル

○市町村、家族等

への報告記録

○事故の対応記録

○ヒヤリハットの記

録

○再発防止の検討

記録

○損害賠償を速や

かに行ったことが

分かる資料（賠償

責 任保険 書 類

等）

平24条例 52

第 77条

準用第39条

第 5項

平 24条例 52第

77条

準用第39条第 6

項

平 24条例 52第

77条

準用第39条第 7

項

平 24条例 52

第 77条

準用第40条

第 1項

平 18障発第

1206001号

第三の3(27)

平 24条例 52

第 77条

準用第40条

第 2項

平 24条例 52

第 77条

準用第40条

第 3項

「福祉サービスに

おける危機管理

（リスクマネジメ

ント）に関する取

り組み指針」（平

成14年３月28日

福祉サービスにお

ける危機管理に関

する検討会）
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

37 虐待の防止 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じているか。

【令和４年度から義務化】

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底しているか。

② 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施しているか。

③ ①と②の措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

  （※虐待防止のための担当者については、サービス管理責任者等を配置す

ること。）

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○虐待防止委員会の役割は、以下の３つ。

①虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件

を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成）

②虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環

境の確認等）

③虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた

場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行）

○委員会の構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の

虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要である。

○委員会の構成員には利用者やその家族、専門的な知見のある外部の

第三者等も加えることが望ましい。また、法人単位での委員会設置

も可能である。

○委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防

止担当者（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会

での検討結果を従業者に周知徹底すること。

○委員会は少なくとも１年に１回は開催することが必要である。

○虐待防止のために報告・改善のための方策を定め、周知徹底する目

的は、虐待の防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、

今後の未然防止、再発防止につなげるためのものであり、決して従

業者の懲罰を目的としたものではないことに留意すること。

○ 指定療養介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための

指針」を作成することが望ましい。

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

○研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普

及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。

○職員教育を組織的に徹底させていくためには、虐待防止委員会が作

成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）

するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施すること

が重要であり、実施内容について記録することが必要である。

○なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相

談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し

支えない。

○ 第３号の虐待防止のための担当者については、サービス管理責任者

等を配置すること。

○虐待防止のた

めの対策委員

会の議事録等

○虐待に関する

職員研修記録

等

○担当者名の分

かる書類等

平 24 条例 52

第 77条準用

第 40条の 2
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

38 地域との連携

等

39 記録の整備

第５ 変更の届出

等

指定療養介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

（１）指定療養介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を

整備しているか。

（２）指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し，当該指定療養介護を提供した日から５年間

保存しているか。

① 療養介護計画

② サービスの提供の記録

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

（１）指定療養介護事業者は，当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在

地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則第34条の 23にいう事項に変更があったとき，又は休止した当該

指定障害福祉サービスの事業を再開したときは，10日以内に，その旨を都

道府県知事に届け出ているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 書 類 根 拠 法 令 特記事項

○適宜必要と認

める資料

○職員名簿

○設備・備品台帳

帳簿等の会計

書類

○左記①から⑥

までの書類

○変更届（控）

○適宜必要と認

める資料

平 24条例 52

第 75条

平 18障発

第 1206001号

第四の 3(22)

平 24条例 52

第 76条

第 1項

平 18障発

第 1206001号

第四の 3(23)

平 24条例 52

第 76条

第 2項

法第 46条第 1

項

施行規則第 34

条の 23
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

第６ 介護給付費又

は訓練等給付費

の算定及び取扱

い

基本事項

１ 療養介護サービ

ス費

（１）療養介護サー

ビス費

（２）経過措置利用

   者

（１）指定療養介護に要する費用の額は，平成 18 年厚生労働省告示第 523 号

の別表「介護給付費等単位数表」の第５により算定する単位数に，10円を

乗じて得た額を算定しているか。

    （ただし，その額が現に当該指定療養介護に要した費用の額を超えるとき

は，当該現に指定療養介護事業に要した費用の額となっているか。）

（２）（１）の規定により，指定療養介護に要する費用の額を算定した場合に

おいて，その額に１円未満の端数があるときは，その端数金額は切り捨て

て算定しているか。

療養介護サービス費（Ⅰ）～（Ⅳ）までについては，次の①から➃までのい

ずれかに該当する利用者に対して，指定療養介護を行った場合に，所定単位数

を算定しているか。

① 区分６に該当し，気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている

者であること。

② 区分５以上に該当し，右チェックポイントの㈡のイからニまでのいずれか

に該当する者であること。

➂ ➀及び➁に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及

び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話

を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めたも

のであること。

➃ 平成 24年 3 月 31 日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制

度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで

の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す

る法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法第43条の4

に規定する重症心身障害児施設をいう。)に入所した者又は指定医療機関(旧

児童福祉法第 7 条第 6 項に規定する指定医療機関をいう。)に入院した者で

あって，平成 24年 4月 1日以降指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス

基準第 50条第 1項に規定する指定療養介護事業所をいう。)を利用するもの

であること。

療養介護サービス費（Ⅴ）については，別に厚生労働大臣が定める者であっ

て，区分４以下に該当する者又は区分１から区分６までのいずれにも該当しな

い者に対して，指定療養介護を行った場合に，所定単位数を算定しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

該当・非該当

該当・非該当

該当・非該当

該当・非該当

いる・いない
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○ 療養介護の対象者について

療養介護については、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者が対象となるものであ

ること。

(一) 区分６に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(二) 区分５以上に該当し、次のイからニまでのいずれかに該当する者であること。

イ 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者

ロ 医療的ケアスコア（児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要す

る費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表（平成24年厚生労

働省告示第122号）第１の１の表（以下「スコア表」という。）の基本スコア及び見

守りスコアを合算して算出する点数をいう。以下同じ。）が16点以上の者

ハ 第543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上かつ医療的ケ

アスコアが８点以上の者

ニ 厚生労働大臣が定める基準（平成18年厚生労働省告示第236号）に規定する基準に

適合すると認められた遷延性意識障害者であって、医療的ケアスコアが８点以上の

者

(三) (一)及び(二)に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的

管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であっ

て、常時介護を要するものであると市町村が認めた者

(四) 旧重症心身障害児施設（障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健

福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律（平成22年法律第 71号）第５条による改正前の児童福祉法（以下「旧

児童福祉法」という。）第43条の 4に規定する重症心身障害児施設をいう。以下同じ。）

に入所した者又は指定医療機関（旧児童福祉法第７条第６項に規定する指定医療機関を

いう。以下同じ。）に入院した者（以下「旧重症心身障害児施設等入所者」と総称する。）

であって、平成２４年４月１日以降指定療養介護事業所を利用する(一)から(三)以外の

者

➢ 厚生労働大臣が定める者（平 18厚労告556・第 1号）

次のイ又はロに該当する者

イ 平成18年 9月 30日において，知的障害児施設，肢体不自由児施設及び重症心身障害児施

設に入所（以下，「知的障害障害児施設等」という。）していた者又は指定医療機関に入

院していた者のうち，平成18年 10月 1日以降当該知的障害児施設等又は指定医療機関か

ら継続して一以上の他の指定療養介護事業所を利用している者又は知的障害児施設等若

しくは指定医療機関を退所若しくは退院した後に指定療養介護事業所を利用する者

  ロ 平成24年 3月 31日において知的障害児施設等に入所していた者又は指定医療機関に入院

   していた者のうち，平成 24 年 4 月 1 日以降当該知的障害児施設等であった児童福祉法第

42 条に規定する障害児入所施設又は当該医療機関から継続して１以上の他の指定療養介

護事業所を利用している者又は当該障害児施設等であった同条に規定する障害児入所施

設若しくは当該指定医療機関を退所・退院した後に指定療養介護事業所を利用する者

法第 29条第 3項

平 18厚告 523の一

平 18厚告 523の二

平 18厚告 523

別表第5の1の注1

平 18厚告 523

別表第5の1の注2
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（３）療養介護サー

ビス費（Ⅰ）

≪区分６が利用者の

５０％以上かつ従業

者配置基準２：１以

上の場合≫

（４）療養介護サー

ビス費（Ⅱ）

≪従業者配置基準

３：１以上の場合≫

（５）療養介護サー

ビス費（Ⅲ）

≪従業者配置基準

４：１以上の場合≫

（６） 療養介護サー

ビス費（Ⅳ）

≪特定旧法指定施設

であり，従業者配置基

準６：１以上の場合≫

療養介護サービス費（Ⅰ）については，当該指定療養介護の単位ごとに置く

べき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均値を２

で除して得た数以上であり，かつ，区分６に該当する者が利用者（（２）又は

（９）に定める者を除く。）の数の合計数の 100 分の 50 以上であるものとし

て市長に届け出た指定療養介護の単位において，指定療養介護の提供を行った

場合に，運営規程に定められている利用定員に応じ，１日につき所定単位数を

算定しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合は，所定単位数の1000分の 965に相当する単位数を算定しているか。

療養介護サービス費（Ⅱ）については，当該指定療養介護の単位ごとに置く

べき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均値を３

で除して得た数以上であるもの又は特例指定療養介護事業所であって，当該

指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前

年度の利用者の数の平均値を３で除して得た数以上であるものとして市長に

届け出た指定療養介護の単位において，指定療養介護の提供を行った場合に，

利用定員に応じ，１日につき所定単位数を算定しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合は，所定単位数の1000分の 965に相当する単位数を算定しているか。

療養介護サービス費（Ⅲ）については，当該指定療養介護の単位ごとに置く

べき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均値を４

で除して得た数以上であるもの又は特例指定療養介護事業所であって，当該指

定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年

度の利用者の数の平均値を４で除して得た数以上であるものとして市長に届

け出た指定療養介護の単位において，指定療養介護の提供を行った場合に，利

用定員に応じ，１日につき所定単位数を算定しているか。     

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合は，所定単位数の1000分の 965に相当する単位数を算定しているか。

療養介護サービス費（Ⅳ）については，当該指定療養介護の単位ごとに置く

べき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均値を６

で除して得た数以上であるもの又は特例指定療養介護事業所であって，当該指

定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年

度の利用者の数の平均値を６で除して得た数以上であるものとして市長に届

け出た指定療養介護の単位において，指定療養介護の提供を行った場合に，利

用定員に応じ，１日につき所定単位数を算定しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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（参考）

別表「介護給付費等単位数表」第５

１ 療養介護サービス費(１日につき)

イ 療養介護サービス費

(1) 療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下     965単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 939単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 891単位

(四) 利用定員が81人以上          853単位

(2) 療養介護サービス費(Ⅱ)

(一) 利用定員が40人以下          703単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 667単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 619単位

(四) 利用定員が81人以上          589単位

(3) 療養介護サービス費(Ⅲ)

(一) 利用定員が40人以下          556単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 527単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 497単位

(四) 利用定員が81人以上          475単位

(4) 療養介護サービス費(Ⅳ)

(一) 利用定員が40人以下          445単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位

(四) 利用定員が81人以上          361単位

(5) 療養介護サービス費(Ⅴ)

(一) 利用定員が40人以下          445単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位

(四) 利用定員が 81人以上          361単位

ロ 経過的療養介護サービス費

(1) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下          902単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 902単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 873単位

(四) 利用定員が81人以上          838単位

平 18厚告 523

別表第5の1の注3

平 18厚告 523

別表第5の1の注4 

平 18厚告 523

別表第5の1の注5

平 18厚告 523

別表第5の1の注6
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（７）療養介護サー

ビス費（Ⅴ）

≪経過措置利用者に

対する従業者配置基

準６：１以上の場合

≫

（８）経過的療養介

護サービス費

(Ⅰ)

（９）その他

［減算が起こ案われ

る場合］

人員欠如減算

計画未作成減算

身体拘束廃止

未実施減算

療養介護サービス費（Ⅴ）については，当該指定療養介護の単位ごとに置く

べき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均値を６

で除して得た数であるものとして市長に届け出た指定療養介護の単位におい

て，指定療養介護の提供を行った場合に，利用定員に応じ，１日につき所定単

位数を算定しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合は，所定単位数の1000分の 965に相当する単位数を算定しているか。

経過的療養介護サービス費(Ⅰ)については，平成 24年 3月 31日において現

に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事

業所の中で，特例指定療養介護事業所であって，当該指定療養介護の単位ごと

に置くべき生活支援員の員数が，常勤換算方法で，前年度の利用者の数の平均

値を２で除して得た数以上であるものとして市長に届け出た指定療養介護の

単位において，平成 24年 3月 31日において現に存する重症心身障害児施設に

入所した者又は指定医療機関に入院した者であって，平成 24 年 4 月 1日以降

指定療養介護事業所を利用するものに対して，指定療養介護の提供を行った場

合に，当分の間，利用定員に応じ，1日につき所定単位数を算定しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合にあっては，所定単位数の 1000 分の 965 に相当する単位数を算定して

いるか。

（１） (３)から(８）までに掲げる療養介護サービス費の算定に当たって，

次の①又は②のいずれかに該当する場合に，それぞれ①又は②に掲げる割合

を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

① 指定療養介護の利用者の数又は従業者の員数が次のア又はイに該当す

る場合

ア 利用者の数が，平成 18 年厚生労働省告示第 550 号「厚生労働大臣が

定める利用者等の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数

に乗じる割合」の一のイの表の上欄に掲げる基準に該当する場合       

➢同表の下欄に掲げる割合  100分の 70

イ 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第 550号の一のロの表の上

欄に掲げる基準に該当する場合

➢同表の下欄に掲げる割合  100 分の 70

② 指定療養介護の提供に当たって，療養介護計画が作成されていない場合

次に掲げる場合に応じ，それぞれ次に掲げる割合

㈠ 作成されていない期間が３月未満の場合 100分の70

㈡ 作成されていない期間が３月以上の場合 100分の50

（２）指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サー

ビス基準第 35条の 2第 2項又は第 3項に規定する基準を満たしていない

場合は，１日につき５単位を所定単位数から減算しているか。

   ただし、令和５年３月３１日までの間は、指定障害福祉サービス基準第

76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の 2第 3項に規

定する基準を満たしていない場合であっても，減算しない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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平 18厚告 523

別表第5の1の注7

平 18厚告 523

別表第5の1の注8

平 18厚告 523

別表第5の1の注9

平 18厚告 523

別表第 5の 1の注

10
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

２ 地域移行加算

３ 福祉専門職員配

置等加算

（１）福祉専門職員

配置等加算（Ⅰ）

（２）福祉専門職員

配置等加算（Ⅱ）

入院期間が１月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って，指定障害福

祉サービス基準第 50 条の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者の

うちいずれかの職種の者が，当該利用者に対して，退院後の生活について相談

指導を行い，かつ，当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し，当該利用者及

びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス

又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に，入院中２回

を限度として所定単位数を加算し，当該利用者の退院後 30 日以内に当該利用

者の居宅を訪問し，当該利用者及びその家族に対して相談援助を行った場合

に，退院後１回を限度として所定単位数を加算しているか。

（ただし，当該利用者が，退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっ

ては，加算しない。）

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については，指定障害福祉サービス基準第50条

第 1項第 3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員（次の（２）及

び（３）において「生活支援員」という。）として常勤で配置されている従業

者のうち，社会福祉士，介護福祉士，精神保健福祉士又は公認心理師である従

業者の割合が100分の35以上であるものとして市長に届け出た指定療養介護事

業所において，指定療養介護を行った場合に，１日につき所定単位数を加算し

ているか。

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については，生活支援員として常勤で配置され

ている従業者のうち，社会福祉士，介護福祉士，精神保健福祉士又は公認心理

師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして市長に届け出た指定

療養介護事業所において，指定療養介護を行った場合に，１日につき所定単位

数を加算しているか。ただし，この場合において，福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

を算定しているは場合は，算定しない。

いる・いない

いる・いない

いる・いない



- 57 -

チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 根 拠 法 令

○ 地域移行加算                            500単位

地域移行加算の取扱いについて

(一) 地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が１月を超えると見込まれ

る利用者の居宅生活（福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含

む。以下同じ。）に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院

後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行っ

た場合に、入院中２回に限り加算を算定するものである。

また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族

等に対して相談援助を行った場合に、退院後１回を限度として加算を算定するものである。

(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであ

ること。

(三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないもので

あること。

ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合

イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合

ウ 死亡退院の場合

(四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の

内容の要点に関する記録を行うこと。

(五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。

ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助

ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓

練等に関する相談援助

エ 住宅改修に関する相談援助

オ 退院する者の介護等に関する相談援助

(六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談

援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。

○ 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)                         10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)                        7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)                        4単位

福祉専門職員配置等加算の取扱いについて

福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従

業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割

合が 100分の 35以上であること。

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所にお

いて定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。

(二) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従

業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割

合が 100分の 25以上であること。

平 18厚告 523

別表第5の2の注

平 18厚告 523

別表第 5の 3の

注 1

平 18厚告 523

別表第 5の 3の

注 2
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（３）福祉専門職員

配置等加算（Ⅲ）

４ 人員配置体制加

算

（１）人員配置体制

加算（Ⅰ）

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については，次の①又は②のいずれかに該当す

るものとして市長に届け出た指定療養介護事業所において，指定療養介護を行

った場合に，１日につき所定単位数を加算しているか。

ただし，この場合において，福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は福祉専門職員

配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は，算定しない。

① 生活支援員として配置されている従業者のうち，常勤で配置されている

従業者の割合が 100分の 75以上であること。

② 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち，３年以上従事し

ている従業者の割合が100分の 30以上であること。

人員配置体制加算(Ⅰ)については，１－（８）に適合する指定療養介護の単

位であって，経過的療養介護サービス費（Ⅰ）を算定している特例指定療養介

護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数の総数が，常勤換算方法で，前年度

の利用者の数の平均値を１．７で除して得た数以上であるものとして市長に届

け出た指定療養介護の単位(平成 24年 3月 31日において現に存する重症心身

障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)

において，平成 24年 3月 31日において現に存する重症心身障害児施設に入所

した者又は指定医療機関に入院した者であって，平成24年 4月 1日以降指定

療養介護事業所を利用するものに対して，指定療養介護の提供を行った場合

に，当分の間，利用定員に応じ，1日につき所定単位数を加算しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合にあっては，所定単位数の1000分の 965に相当する単位数を加算して

いるか。

いる・いない

いる・いない
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(三) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

次のいずれかに該当する場合であること。

ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数（常勤換算方法により算出された従業者

数をいう。）のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の 75以上であること。

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事している従業者の

割合が 100分の 30以上であること。

なお、イ中「３年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数と

し、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営す

る他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サ

ービス事業を行う事業所（旧法施設を含む。）、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産

施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援セ

ンター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を

行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提

供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(四) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直

接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を

算定することとする。

なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間

を勤務している者（例：生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5

人分勤務している者）については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。

○ 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が61人以上 80人以下                  6単位

(2) 利用定員が81人以上                           17単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下                           170 単位

(2) 利用定員が41人以上 60人以下                 200 単位

(3) 利用定員が61人以上 80人以下                 224 単位

(4) 利用定員が81人以上                           237 単位

人員配置体制加算の取扱いについて

(一) 人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)については、次のア又はイごとに以下の条件をそれぞれ満

たした場合に、算定できることとする。

ア 人員配置体制加算(Ⅰ)

旧重症心身障害児施設又は指定医療機関（以下「旧重症心身障害児施設等」という。）

から転換する指定療養介護事業所の中で、経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定し

ている場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除

して得た数以上であること。

イ 人員配置体制加算(Ⅱ)

旧重症心身障害児施設等から転換する指定療養介護事業所の中で、療養介護サービ

ス費(Ⅱ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用

者の数を2.5で除して得た数以上であること。

  (二) 人員配置体制加算については、利用者全員につき算定することとする。

平 18厚告 523

別表第 5の 3の

注 3

平 18厚告 523

別表第5の4の注

1
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主  眼  事 項 着       眼       点 自 己 評 価

（２）人員配置体制

加算（Ⅱ）

５ 障害福祉サービ

スの体験利用支援

加算

人員配置体制加算(Ⅱ)については，１－（４）に適合する指定療養介護の単

位であって，療養介護サービス費（Ⅱ）を算定している特例指定療養介護の単

位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が，常勤換算方法で，前年度の利

用者の数の平均値を２．５で除して得た数以上であるものとして市長に届け出

たもの(平成 24年 3月 31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定

医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)に

おいて，平成 24年 3月 31日において現に存する重症心身障害児施設に入所し

た者又は指定医療機関に入院した者であって，平成24年 4月 1日以降指定療

養介護事業所を利用するものに対して，指定療養介護の提供を行った場合に，

当分の間，利用定員に応じ，1日につき所定単位数を加算しているか。

ただし，地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位

の場合にあっては，所定単位数の 1000分の 965に相当する単位数を加算して

いるか。

指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が，指定地域移

行支援(指定相談基準第 1 条第 11 号に規定する指定地域移行支援をいう。)の

障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福

祉サービスの体験的な利用支援をいう。)を利用する場合において，指定療養

介護事業所に置くべき従業者が，次の①又は②のいずれかに該当する支援を行

うとともに，当該利用者の状況，当該支援の内容等を記録した場合に，所定単

位数に代えて算定しているか。

① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の

支援を行った場合

② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者

(法第 51条の 14 第 1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下

同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

いる・いない

いる・いない
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○ 障害福祉サービスの体験利用支援加算               300単位

障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱いについて

障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活

への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利

用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に加算

するものとする（当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。）

(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において昼間の時間帯における介護

等の支援を行った場合

(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談

援助を行った場合

ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報

共有その他必要な連絡調整

イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や

当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等

ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

         

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日に

ついては、当該加算以外の指定療養介護に係る基本報酬等は算定できないことに留意す

ること。

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記(二)の支援を、体

験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し

支えない。  

平 18厚告 523

別表第5の4の注

2

平 18厚告 523

別表第5の5の注
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主  眼 事 項 着       眼       点 自 己 評 価

６ 福祉・介護職員

処遇改善加算

７ 福祉・介護職員

等特定処遇改善加

算

８ 福祉・介護職員

等ベースアップ等

支援加算

平成 18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準（第 16号の

2）」に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所（国，のぞみの園又は独立行政

法人国立病院機構が行う場合を除く。7及び 8において同じ。)が，利用者に対

し，指定療養介護を行った場合に，当該基準に掲げる区分に従い，令和６年３

月３１日までの間，「チェックポイント」欄に掲げる単位数を所定単位数に加

算しているか。

ただし，「チェックポイント」欄に掲げるいずれかの加算を算定している場

合にあっては，次に掲げるその他の加算は算定しない。

平成 18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準（第17号）」

に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が，利用者に対

し，指定療養介護を行った場合に，当該ただし，次に掲げる一方の加算を算定

している場合にあっては，次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から５までにより算定した

単位数の1000分の 21に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から５までにより算定した

単位数の 1000分の 19に相当する単位数

平成 18年度厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準（第17号

の 2）」に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を

実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が,利用

者に対し，指定療養介護を行った場合は，１から５までにより算定した単位数

の 1000分の 28に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない
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６ 福祉・介護職員処遇改善加算

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1から 5までにより算定した単位数の1000分 64に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1から 5までにより算定した単位数の1000分の 47に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

1から 5までにより算定した単位数の1000分の 26に相当する単位数

○福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途

通知（「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（令和3年 3月 25 日付け障障発0325 第 1号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課長通知）を参照すること。

平 18厚告 523

別表第5の6の注

平 18厚告 523

別表第5の7の注

平 18厚告 523

別表第5の8の注

平 18厚告 543の

17の 2

準用（3の 2）
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（参考） 主な根拠法令等

区分 略  号 法    令    等    名

法 法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年 11月 7日，

法律第 123号）

政令 施行令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18年 1月

25日，政令第10号）

省令

施行規則
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18年 2

月 28日，厚生労働省令第19号）

平 18厚令 171

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18年 9月 29日，厚生労

働省令第 171号）

平 18厚令 172

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支

援施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18年 9月 29日，厚生労働省令第

172号）

告示

平 18厚告 523

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第 523号）

平 18厚告 527

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第2項及び第71

条第2項において準用する同法第58条第4項の規定による療養介護医療又は基準該当

療養介護医療に要する費用の額の算定方法及び同法第 72条において準用する同法第

62条第 2項の規定による診療方針（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第527号）

平 18厚告 539 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成18年 9月 29日，厚生労働省告示第 539号）

平 18厚告 542
厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法（平成 18年 9月 29日，厚生労働

省告示第 542号）

平 18厚告 543 厚生労働大臣が定める基準（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第543号）

平 18厚告 544
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定め

るもの等（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第544号）

平 18厚告 550
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準，従業者の員数の基準及び営業時間の時間数

並びに所定単位数に乗じる割合（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第 550号）

平 18厚告 551 厚生労働大臣が定める施設基準（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第 551号）

平 18厚告 556 厚生労働大臣が定める者（平成 18年 9月 29日，厚生労働省告示第556号）

通知等

平 18障発第

1206001号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月 6日，

障発第 1206001号）

平 18障発第

1031001号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の

制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年 1月 31日，障発第1031001号）

平 17障発第

1020001号

障害者（児）施設における虐待の防止について（平成17年 10月 20日，障発第1020001

号）

福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針（平成

14年３月28日，福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）

条例 平 24条例 52
鹿児島市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成 24年 12月 25日，条例第52号）


